
   

東日本旅客鉄道株式会社に対する業務監査の実施結果 

項  目 主 な 取 組 み 状 況 等 所         見 
１．運賃等に関する事項 
 (１) 関係法令、通達に基づく諸手続等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(２) 連絡運輸・乗継割引・企画乗車券 
  ① 連絡運輸、乗継割引 
 
 
 
 

 
東日本旅客鉄道株式会社（以下「ＪＲ

東日本」という。）の運賃・料金設定等

に関する過去５年間の主要な事案として

は、平成１６年３月１３日開業の上越新

幹線本庄早稲田駅の新幹線特急料金の設

定認可（平成１５年１２月１８日認可）、

平成１８年３月１８日に実施された東武

鉄道との直通運転をする特急列車に対す

る特急料金及び座席指定料金の設定届出

（平成１７年１１月８日届出）等の諸手

続きを実施している。 

 

 

 

 

 

① 連絡運輸については、利用者利便の

向上を図る観点から、基本的には自社路

線と接続している事業者との間において

実施している。大手民鉄や東京地下鉄株

式会社などの地下鉄事業者が対象となっ

 

関係法令、通達に基づき適正に処理さ

れている。 

東京駅、新宿駅、池袋駅、渋谷駅、品

川駅等１０駅については、運賃表等の掲

示、関係規程類等の駅への備え付け、マ

ニュアル等に基づく運賃表修正表示等に

ついても適正に処理されている。 

なお、留意点として、（御茶ノ水駅）

他社線との連絡乗車券が購入できる自動

券売が設置されているところに、駅スペ

ースの関係で連絡会社との運賃表が掲出

されてなかったところが見受けられたの

で、駅機器の配置にも十分配慮いただき

たい。 
 

 

前回監査時、（町田駅など）多くの利

用者の乗り継ぎ実態があるにもかかわら

ず、連絡運輸の締結をしていないため、

連絡定期券等を購入できない実態があっ

たが、ＩＣカードの普及により、改札機



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ているほか、平成１７年８月開業の首都

圏新都市鉄道、平成１９年３月開業の仙

台空港鉄道株式会社とも連絡運輸契約を

結び、新規開業路線以外にも、利用者か

ら要望の高い事業者と順次連絡運輸協定

を結び、平成２０年３月１５日には埼玉

新都市交通を含め５７社局に及ぶ予定で

ある。 

 

 

 

 

 

 

② 乗継割引制度については、現在は、

相互直通運転を実施している路線、ノー

ラッチで接続している路線等を対象とし

ており、現在１０路線（９駅）で実施さ

れている。 

 

 

 

 

 

 

において２枚のＩＣカードが処理できな

いという不便性を解消するため、連絡運

輸上の乗換駅の拡大により、連絡定期券

として１枚のＩＣカードで購入できる範

囲の拡大にも努めている。また、ＩＣカ

ード相互利用については、平成１９年３

月のＰＡＳＭＯとの相互利用を機に、利

用者から好評を得ているところであり、

現状以上の相互利用については、システ

ム改修や運賃制度等の問題もあるが、利

用者利便の確保の観点から、より一層の

拡大に向けた検討を行うことが期待され

る。 

 

 乗継割引運賃の導入に関しては、対象

区間・対象路線の拡充がなく、その導入

については基本的には経営判断の問題で

あると承知しているが、運輸政策審議会

答申（第１９号）等にもあるように、異

なる事業者間を乗り継ぐ旅客について

は、運賃の割高感が強く、これを是正す

ることが求められていることから今後と

も、当該制度の適用について検討を行う

ことが必要であると考える。 

 



   

② 企画乗車券 
 
 
 
 
 
 
（３）福祉割引 
 
 
 
 
 
 
 
（４）運賃の誤表示、誤収受 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

企画乗車券については、本社、支社の

企画により沿線の観光資源等を活用した

各種のフリー切符、割引回数券、往復割

引切符など１３４種類の企画商品（平成

２０年１月現在）を提供している。 

 

 

身体障害者等に対する割引の拡充は行

っていない。これは国鉄時代から引き続

き実施している割引を含め、本来は国の

社会福祉政策として実施されるべきもの

との考え方によるものである。 

 

 

 

平成１７年以降、１７件の事案が発生

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後とも利用者ニーズの的確な把握に

より、良質な商品を提供することが望ま

れるが、一部の利用者から差別的な扱い

であると感じられる商品については、引

き続き利用者への説明責任を果たされた

い。 

 

福祉割引については、精神障害者の割

引適用及び障害者割引の距離制限撤廃に

つき多くの要望が寄せられている中、割

引の拡充及びＩＣカードでの利用可能に

ついては多くの課題が残されていること

は認識したが、今後とも引き続き理解と

協力をお願いしたい。 

 

誤収受は、主にシステム改修等に伴う

プログラムミスやチェック体制の不備が

要因であり、システム改修等後のチェッ

ク方法等について改善に向けた取り組み

がなされてきたところであるが、引き続

きチェック体制の強化に努められたい。 

また、自動券売機等への異金種投入に

よる誤収受についても数件発生してお

り、鉄軌道事業者の社会的信用を維持す

るためには、運賃収受の信頼性の確保は



   

 
 
 
（５）乗り継ぎ利便に関する事項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．情報提供に関する事項 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

自社線内における乗り継ぎ利便性の向

上については、待ち時間の短縮等を行い、

乗り継ぎ時間の平準化に適宜対応してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プレス発表、会社要覧、ホームページ、

携帯サイト、広報誌等様々な媒体を通じ

て情報提供を実施している。 

財務等に関する情報については、決算

発表時に決算短信等をプレス発表すると

ともに会社要覧等にも掲載している。 

運賃に関する情報については、基本的

情報のほか、企画商品等の情報を、安全・

最も重要な課題であり、引き続き再発防

止に積極的に取り組む必要がある。 

 

利用者利便の確保・向上のためには、

鉄道事業者内における複数の路線間、さ

らには他社の路線との間においても可能

な限りシームレスな乗り継ぎを確保して

いくことが必要であり、運賃の設定やダ

イヤの設定に当たっても乗り継ぎの円滑

化を考慮したうえで設定することが重要

である。 

また、他モード、特にバスへの乗り継

ぎについても、引き続き、連携提案があ

れば前向きな検討を行うとともに、利用

実態に併せたより一層の乗り継ぎ円滑化

が期待される。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．案内情報（利用者に対する案内）に関

する事項 
（１）利用者に対する案内に係るマニュア

ル等の整備状況 
 
 
 
（２）駅における案内情報 
 
 
 

サービスに関する情報については、ダイ

ヤ改正、新幹線脱線対策の進捗状況等を、

プレス発表等において提供している。 

また、ホームページでは、時刻表等の

基本情報を検索するシステム及び切符予

約システムも導入している。リアルタイ

ムな運行状況については、３０分以上の

遅れ等が発生した場合に提供し、遅延証

明書の発行もインターネットで実施して

いる。 

以上のように創意工夫を図り積極的な

情報提供に努めており、概ねガイドライ

ンに沿った情報提供が行われている。 

 

 

 

 駅構内等の案内表示設備の整備につい

ては、「案内サインマニュアル」に基づき

整備されており、当該マニュアルは、ガ

イドラインに則した内容となっている。

 

 駅における各種施設への誘導表示等に

ついては、首都圏の主要駅では概ね整備

が完了している。 

列車の案内情報については、首都圏の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 
 
 
 
 
 
（３）列車内における案内情報 

 
 
 
 
 
 
 
 
（４）他事業者等との調整状況について 
 
 
 
 
 
 
（５）外国人にもわかりやすい案内情報 
 

全ての駅においては、ホームおける列車

接近の自動放送に加え、ＬＥＤ式の列車

案内表示器を設置し、列車種別、行き先

の列車情報を提供している。なお、改札

外ＬＥＤ表示器については、現在、２９

４駅において整備されている。 

 

 列車内における案内情報について、音

声案内については車掌により案内放送を

「案内放送用語例」に基づき実施してい

る。また、車両内の扉上部のＬＥＤ式情

報表示装置においては、首都圏のほとん

どの路線の車両に導入され、山手線等の

新型車両には液晶画面でも情報提供を行

っている。 

 

今回現地監査を行ったターミナル駅

（新宿・池袋・渋谷）については、他鉄

道事業者や周辺施設を含めた統一的な案

内表示への取り組みがなされていない。

 

 

 

 駅施設等の案内表示の多言語化につい

ては、すでに英語を含めた２カ国語表示

 

 

 

 

 

 

 

 今後とも車両更新及びリニューアルの

機会に整備を進められることが望まし

い。 

 

 

 

 

 

 

大規模なターミナル駅については、利

用者の利便性等の観点から、案内サイン

の統一性・連続性を図ることが重要であ

ることから、関係者間で連携を図った案

内情報の提供について検討されることが

望まれる。 

 

今後も外国人観光客の利用状況を勘案

しつつ、更なる多言語化について検討す



   

 
 
 
 
４．バリアフリー対策に関する事項 
（１）バリアフリー化の取り組み 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）バリアフリー設備の整備状況 
 
 
 

を実施している。平成１３年から法律の

対象駅をはじめ、中国語及び韓国語につ

いての表示を順次整備している。 

 

 

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律（平成 18 年法律第 91

号。以下「バリアフリー新法」という。）

に基づく基本方針の主旨を踏まえ、原則

として平成２２年度までに１日当たりの

平均利用者数が５千人以上の駅や高齢

者・障害者の利用が多い駅（約４９０駅）

において、エレベーター等による段差解

消を進めることとしている。また、乗降

客数１万人以上高低差５ｍ以上の駅（約

３００駅）については、エスカレーター

の整備も進めることとしている。なお、

これらの取り組みについては、平成１８

年４月に定例社長会見において公表され

ているところである。 

  

ＪＲ東日本における１日当たりの平均

利用者数が５千人以上の駅は４６６駅で

あるが、そのうち段差を解消し、バリア

フリー新法による移動円滑化基準に適合

ることが望まれる。 

 

 

 

 

今後は、今回現地調査の対象とした御

茶ノ水駅のようにエレベーターの設置が

技術的に難しい駅も残されていることか

ら、地元自治体等と連携し駅周辺と合わ

せて施設整備を行うことなどにより、着

実なバリアフリー化の推進に引き続き努

力を行うことが期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前回業務監査を行った際には、平成１

５年度末現在の状況として、１日当たり

の平均利用者数が５千人以上の駅の整備

率は４０％であり全国平均の４４％を下



   

 
 
 
 
 
 
 
（３）ソフト面での対応 
 
 
 
 
 
 
 
５．輸送障害等発生時の旅客対応に関する

事項 

（１）輸送障害等の発生状況 

 
 
 
 
 
 
 

している駅は平成１８年度末現在で３０

９駅（整備率６６％）となっている。 

 

 

 

 

 

 平成１７年度より駅社員を対象にＮＰ

Ｏ法人日本ケアフィットサービス協会が

認定するサービス介助士２級の資格取得

を進めており、平成１９年度までに約２，

０００人が同資格を取得している。平成

２０年度までに２，４００人に同資格を

取得させる計画となっている。 

 

 

 

平成１８年度の輸送障害は、在来線で

原因が車両や施設等の部内によるものが

４４３件、鉄道以外のものが４６３件、

自然災害によるものが３１３件で合計は

１，２１９件となっている。新幹線で原

因が部内によるものが９件、鉄道以外の

ものが７件、自然災害によるものが４件

で合計は２０件となっている。在来線と

回っていたことやＪＲ東日本が全国の鉄

道事業者中、最も多くの１日当たりの平

均利用者数が５千人以上の駅を抱えてい

ることを考えるとバリアフリー化に推進

に向けた積極的な取り組みが行われてい

ることがうかがえる。 

 

今後、さらに、資格を取得した社員が

各々の駅の職場において他の社員に対し

て介助の仕方を教示することなどによ

り、駅員等の心のバリアフリーが一層進

められていくことが期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）輸送障害等発生時の体制等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新幹線を合わせると１，２３９件の輸送

障害が発生しており、平成１７年度に発

生した輸送障害１，４０９件と比較して

みると自然災害、部内原因及び部外原因

それぞれ減により減少傾向となってい

る。 

また、平成１８年度には９２件の鉄道

運転事故が発生しており、平成１７年度

に発生した鉄道運転事故１３６件と比較

してみると減少傾向となっている。 

 

 輸送障害等が発生した場合の対応方法

等については、「運転事故等対処手続」等

を定め、支社、指令室、乗務員、駅、そ

の他現業職場が連携を取って対応するこ

ととしている。 

 これらの内規によると、初動対応とし

て、事故等の現場の当事者又は発見者は

速やかに輸送指令に通報するとともに、

必要に応じ関係現場長等にも連絡するこ

ととなっており、輸送指令は状況を判断

して、各部署や関係行政機関に連絡・通

報すること、現場に応援者を派遣するな

ど、適切な対応をとることとなっている。

 また、重大事故が発生した場合や自然災

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後とも、関係社員が輸送障害規程等

を熟知し、事故等による輸送障害が発生

したときの迅速・確実な復旧に努めるこ

とが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 
 
 
 
（３）情報の伝達、利用者等への情報提供

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

害が発生したりその恐れがある場合に、

支社長が責任者となり対策本部を設置

し、乗客等の救助、避難・誘導、事故復

旧等に対応することとしている。 

 

輸送障害等が発生した場合には、情報

が列車無線等により輸送指令に集約さ

れ、旅客一斉放送等により支社内各部署

並びに他の列車･駅等に情報提供されて

いる。また、乗務員には業務用携帯電話

を所持させ、列車無線による交信が困難

な場合の連絡用に使用するほか、車掌に

はダイヤ情報メールの配信を行うことと

している。更に、東京圏輸送管理システ

ム（ＡＴＯＳ）の導入や、「ネットレイ

ン」（列車遅延情報把握システム）、Ｔ

ＩＤ等により、輸送障害時のダイヤ管理、

運転整理等を迅速に行い、運行状況・遅

延情報等の駅係員へ詳細に提供される体

制をとっている。 

輸送障害等が発生した場合の利用者等

への情報提供については、異常時の放送

マニュアルに基づき、輸送指令からの情

報を駅・無人駅・車内において、輸送障

害の状況や復旧見込み、振替輸送等の情

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

報提供を随時行うこととしている。なお、

電車特定区間の各駅の改札口周辺と、Ａ

ＴＯＳ区間各駅のホームにおいては、東

京総合指令室の運行情報をＬＥＤ表示器

により情報提供している。その他、本社

ホームページや携帯電話においてもほぼ

リアルタイムの運行情報の提供がなされ

ている。 

国土交通省では平成１７年９月９日付

け「輸送障害によって列車が駅間に停車

した場合における案内放送及び避難誘導

について」、平成１８年３月２８日付け

「輸送障害時における利用者への情報提

供について」の文書を関東運輸局鉄道部

長より発出し、旅客の避難誘導や案内放

送についてマニュアル等の改善を要請し

ており、東京支社においても要請文に沿

った対応を行うこととしている。また、

異常時放送マニュアルは、各路線の特性

を考慮した線区毎のマニュアルへと変更

されている。 

首都圏輸送障害対策プロジェクトとし

て、輸送障害の発生を防止する対策に取

り組むとともに、障害が発生した場合の

円滑な復旧を図るための対策にも取り組

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）振替輸送等 

 
 
 
 
 
 
７．災害対応等に関する事項 

 
 
 
 

んでいる。首都圏５０㎞圏内において、

信号通信指令による監視の強化、信号機

器メーカーと連携した２４時間即応体制

の整備などにより、異常箇所の早期発見

と現地までの到達時間短縮、復旧作業の

迅速化を図っている。 

利用者へのきめ細かな情報提供するた

めに、改札に５０インチの異常時案内用

ディスプレーを平成２０年度までに約９

０駅に設置するとともに、案内放送設備

の追加整備として LED を改札口やホーム

上に設置している。 

 

代替輸送確保については、連絡運輸を行っ

ている他民鉄との振替輸送を輸送障害発生

時に速やかに実施している。また、バス代

行についても、手配、道路事情、輸送力

等の問題があるが、地方支社を中心に極

力対応するよう体制を整えている。 

 

 災害等への対応については、支社で防

災業務計画等のマニュアルを策定してい

る。 

毎年９月１日の防災の日を中心に、本

社、支社、現業機関が連携し、震度６強

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後も災害を想定した教育・訓練等を

実施し、迅速かつ安全、的確な対応がと

れる体制を確立することが望まれる。 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
８．利用者からの意見等に関する事項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の地震が発生したとの想定で、防災訓練

を実施している。この訓練の中で、安否

確認、非常参集、情報伝達収集、救助派

遣、非常食運搬、設備点検、津波警報発

令時の対応などの各訓練を消防署と合同

で行っている。また、各現業区や駅単位

でも研修や訓練の項目の中で防災関係の

教育・訓練を実施し、万全を期している。

なお、各駅では災害時の連絡体制、避

難経路等について整備している。 

 

利用者から駅社員又は列車の乗務員に

対しての直接の意見、お客さま相談室等

への電話、平成１３年５月から受付を開

始したインターネットによるホームペー

ジへの投稿等による意見、要望、苦情等

（以下「意見等」という。）についてグ

リーン情報システムというデータベース

を活用して集計・分析を行うとともに、

社員は内容を閲覧しサービス改善の参考

に役立てている。 

 平成１８年度の利用者からの意見等は

総件数で約３４万件となっており、前回

の業務監査において説明を受けた平成１

５年度の受付件数約１３万件と比較して

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 今後とも、現場の第一線の社員から会

社のトップまでが共通認識のもとでサー

ビス改善に取り組み、利用者利便の向上

に努めることが期待される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

みると大幅な増加傾向となっている。 

平成１８年度の主な内訳としては、駅

設備等に関するものが１５４，６４４件

で４５．５％、商品制度に関するものが

６６，８３７件で１９．７％、車両に関

するものが３２，０６４件で９．４％、

列車ダイヤに関するものが３０，１７９

件８．９％、接遇・業務態度に関するも

のが７，５１６件で２．２％となってい

る。 

 これらの意見等については、お客さま

相談室等で関係部署との間で調整を行

い、利用者へ回答するとともに、駅等の

第一線の職場に調整結果等を連絡し改善

できるものについては実施することとし

ている。また、駅等の職場だけでは改善

できないものについては、支社のお客さ

まサービス改善委員会又は本社のお客さ

まサービス改善委員会で検討の上、実施

可能かどうかの判断を行い対応してい

る。 

 さらに、駅又は列車内における社員と

利用者とのトラブルについても報告を求

め、その内容についても集計・分析して

いる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

９．その他のサービスに関する事項 

（１）暴力行為への対応、迷惑行為等への

対応 
 
 
 
 
 

サービス改善についての研修を現場の

社員に対する研修に留まらず、助役以上

の社員に対しても実施しており、利用者

に対する対応を管理者として指導・監督

ができるよう指導している。 

 また、サービスに関するシンポジウム

の実施や社内表彰制度を設けることによ

り、会社のトップ以下のサービスに対す

る意識の共有化やサービスに対する意欲

の向上、サービス向上の具体的取り組み

の促進を図っているところである。 

 なお、利用者からの意見等が増加傾向

にあるが、東京支社の状況を見ると第一

線社員からの意見等が大幅に増加してお

り、全社的に取り組んだサービス改善の

成果が現れたものと思われる。 

 

 

 警視庁とタイアップしたポスターを掲

出して「暴力等迷惑行為追放キャンペー

ン」を、毎年２回、７月から８月にかけ

て及び１２月から１月にかけて実施して

いる。さらに、ガードマンによる巡回の

強化及び警察との連携強化等を図り、暴

力等迷惑行為の防止に努めている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今後とも、暴力等迷惑行為追放キャン

ペーンの実施、ガードマンによる巡回強

化及び警察との連携強化を図り暴力等迷

惑行為の防止等の啓蒙活動に努めること

が望まれる。 

 



   

 
 
 
 
 
 
 
（２）健康増進法施行への対応（受動喫煙

防止対策等） 
 
 
 
 
 
 
（３）携帯電話及び優先席の取扱い 
 
 
 
 
 
（４）女性専用車両の導入 
 
 
 

暴力行為は「犯罪」であるという認識

から「告訴」など毅然たる対応で臨むよ

う社員に対し指導している。さらに毎年、

発生件数、発生時期、発生場所、加害者

の特徴、発生件数上位箇所、主な事象等

をとりまとめ公表している。 

 

 利用者の意見・社会情勢を勘案し、平

成９年３月から全ての普通列車を禁煙と

した。さらに、平成１９年３月１８日よ

りＪＲ東日本管内を相互発着する新幹線

ならびに在来線特急列車を全面禁煙とす

るとともにホーム上においては喫煙ルー

ムの増設が行われている。 
 
 携帯電話及び優先席の取扱いについて

は、車内放送やつり革を橙色に色別及び

ステッカーを窓に貼付、駅においてはポ

スターの掲示等、様々な方法により啓蒙

活動を行っている。 
 
 女性専用車両については、平成１３年

７月から埼京線の深夜時間帯に導入さ

れ、平成１７年４月からは朝の通勤時間

帯にも拡大した。現在、中央線快速、常



   

 
 
 
（５）駅業務に関する事項 

駅係員の育成等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（６）ベビーカーの対応 
 
 
 
 
 
 
 
 

磐線・総武線各駅停車の朝の通勤時間帯

に女性専用車両が導入されている。 
 
 
 駅業務従事者の育成のための研修につ

いては、本社および支社が作成する年間

教育訓練計画に基づき、安全・接遇・異

常時対応等について教育を実施してい

る。その内容については、実際に現場で

発生した事例を想定して作成された実践

的なカリキュラムとなっている。 

また、身障者、高齢者等の利用者視点

に立ったきめ細やかなサービスを提供す

るため、社員教育の一環として、サービ

ス介助士の資格取得を進めている。 

 
乳幼児を乗せたベビーカーの取扱いに

ついては、他のお客さまのご迷惑となら

ないよう使用者自身の自己責任において

使用することとしており、実質ベビーカ

ーを折り畳まず乗車できることしてい

る。 

駅係員の対応としては、可能な限り保

護者の依頼があれば、駅係員がベビーカ

ーの搬送等のお手伝いをすることとして



   

いる。その際、乳幼児は保護者が抱いて

移動するようお願いしている。 

 
 
 


